
2014 年度 JSAF レース（行事）主催者保険 
 
・レース主催者保険概要 
（公財）日本セーリング連盟および加盟団体（県ヨット連盟・外洋団体含む）、艇種別

協会、特別加盟団体が、主催・共同主催の行事（レース・パーティ・合宿等）、JSAF登
録指導者が講習会（練習含む）に起因する事故の内、参加者および観客などの第三者が、

行事運営上や指導上の瑕疵によって負傷あるいは死亡した場合、又は第三者の財物を損

壊した場合に法律上の損害賠償責任に対して損害賠償金、訴訟対応費用、弁護士費用等

を補償する（国内提訴のみ）（行事後援は対象外） 

 

・保険料算出基準 
小型艇（ﾃﾞｨﾝｷﾞｰ）は、各レース参加者総数×レース数、新年会、忘年会、夏祭り、各種

行事の総参加者にて申告する。 
外洋艇（ｾｰﾘﾝｸﾞｸﾙｰｻﾞｰ）は、1 艇 7 名を基準として各レース参加艇数×年間レース数、 
新年会、忘年会、夏祭り、各種行事の総参加者にて申告する。 

・登録指導者 
所属する団体を通じて、JSAF 本部にて登録した指導者が開催する講習会（練習含む）の 
総参加者数にて申告する。 
（所属する団体が、JSAF 主催者保険加入済であること） 

 
・各団体基準保険料 
主催者加入団体を 4 タイプのリスク区分とする。 
① 小型艇（ﾃﾞｨﾝｷﾞｰﾚｰｽ）主催・共同主催団体 
② 小型艇・大型艇（ﾃﾞｨﾝｷﾞｰﾚｰｽ・ｸﾙｰｻﾞｰﾚｰｽ）主催・共同主催団体 
③ 大型艇（ｸﾙｰｻﾞｰﾚｰｽ）主催・共同主催団体 
④ 登録指導者（ﾃﾞｨﾝｷﾞｰ）個人 

 
① 小型艇（ﾃﾞｨﾝｷﾞｰﾚｰｽ・表彰式･ﾊﾟｰﾃｨｰ・その他行事）団体 
年間総参加者数   100 名以下   6.000 円 

   〃       300 名以下   10.000 円 
     〃       500 名以下   14.500 円 
     〃       1.000 名以下    20.000 円  
       〃       2.000 名以下  28.000 円 
     〃      3.000 名以下  32.000 円 
       〃       5.000 名以下  39.000 円 



② 小型艇/大型艇（ﾃﾞｨﾝｷﾞｰﾚｰｽ・ｸﾙｰｻﾞｰﾚｰｽ・表彰式･ﾊﾟｰﾃｨｰ・その他行事）団体 
年間総参加者数   100 名以下  10.000 円 

     〃       300 名以下   16.000 円 
     〃       500 名以下   24.000 円 
     〃       1.000 名以下    33.000 円  
       〃       2.000 名以下  46.000 円 
     〃      3.000 名以下  53.000 円 
       〃       5.000 名以下   65.000 円 
 

③ 大型艇（ｸﾙｰｻﾞｰﾚｰｽ・表彰式･ﾊﾟｰﾃｨｰ・その他行事）団体 
年間総参加者数   100 名以下  12.000 円 

     〃       300 名以下   20.000 円 
     〃       500 名以下   29.000 円 
     〃       1.000 名以下    40.000 円  
       〃       2.000 名以下  56.000 円 
     〃      3.000 名以下  64.000 円 
       〃       5.000 名以下   78.000 円 
 

④ 登録指導者   1 名 600 円（年間） 
※指導者が所属する団体が、JSAF 主催者保険に加入していること。 
 
別紙主催者保険申告書に記入後、JSAF 本部に提出のこと。 
保険料は、以下口座に振込すること。 
 
みずほ銀行 渋谷支店 普通 ２５０１３５ 
公益財団法人日本セーリング連盟 


